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雇用関係助成金の不正受給対策が  

強化されました  

 

 ４月１日から改正雇用保険法施行規則

が施行されました。今年も例年どおりいく

つかの助成金の統廃合が行われています

が、それに加えて不正受給対策の強化が

盛り込まれました。内容は以下のとおりで

す（通達「雇用安定事業の実施等につい

て（平成 31 年３月 29 日職発 0329 第２

号・雇均発 0329 第６号・開発 0329 第開

発 0329 第 58 号）」から抜粋）。  

◆不支給期間の延長および対象の拡大  

(1) 現在、過去３年以内に偽りその他不

正の行為により、雇用調整助成金等の支

給を受け、または受けようとした事業主ま

たは事業主団体もしくはその連合団体に

対して雇用関係助成金を支給しないことと

しているものを、過去５年以内とする。  

(2) 過去５年以内に偽りその他不正の行

為により、雇用調整助成金等の支給を受

け、または受けようとした事業主または事

業主団体もしくはその連合団体の役員等

（偽りその他不正の行為に関与した者に

限る）が、事業主または事業主団体もしく

はその連合団体の役員等である場合は、

当該事業主または事業主団体もしくはそ

の連合団体に対しては、雇用関係助成金

を支給しない。 

(3) 過去５年以内に雇用調整助成金等

の支給に関する手続きを代理して行う者

（代理人等）または訓練を行った機関（訓

練機関）が偽りの届出、報告、証明等を行

い事業主または事業主団体もしくはその

連合団体が雇用調整助成金等の支給を

受け、または受けようとしたことがあり、当

該代理人等または訓練機関が雇用関係

助成金に関与している場合は、当該雇用

関係助成金は、事業主または事業主団

体もしくはその連合団体に対しては、支給

しない。 

◆返還命令等  

(1) 偽りその他不正の行為により雇用調

整助成金等の支給を受けた事業主または

事業主団体もしくはその連合団体がある

場合には、都道府県労働局長は、その者

に対して、支給した雇用調整助成金等の

全部または一部を返還することを命ずるこ

とができ、また、当該偽りその他不正の行

為により支給を受けた雇用関係助成金に

ついては、当該返還を命ずる額の２割に

相当する額以下の金額を納付することを

命ずることができる。  

(2) (1)の場合において、代理人等または

訓練機関が偽りの届出、報告、証明等を

したため雇用関係助成金が支給されたも

のであるときは、都道府県労働局長は、そ

の代理人等または訓練機関に対し、その

支給を受けた者と連帯して、雇用関係助

成金の返還または納付を命ぜられた金額

の納付をすることを命ずることができる。 

◆事業主名等の公表  

都道府県労働局長は、事業主または事

業主団体もしくはその連合団体が偽りそ

の他不正の行為により、雇用調整助成金

等の支給を受け、または受けようとした場

合等は、氏名並びに事業所の名称および

所在地等を公表することができる。  

今後は、より遵法意識に則った対応が必

要となりそうです。 
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